
　□
学校部活動の教育的意義を継承するとともに、競技志向のみに偏ることなくス
ポーツ・芸術文化に親しむことができ、生徒の豊かに生きる資質・能力を育むこと
を基本理念としていること。

□
※２

運営規約が策定されており、参加者や保護者に公表すること。

□
原則、川西中学校の生徒を中心として構成されていること。（川西中学校以外の中
学生や中学生以外の世代と一緒に行う活動も認めます。）

□ 参加者は活動に自由に加入及び脱会できること。

□ 代表者（１名）を配置すること。

□ 指導者（安全面を考慮し、原則２名以上）を配置すること。

□
平日は１日２時間程度以内、休日は１日３時間程度以内の活動時間とし、週２日以上
の休養日（原則、休日に週１日以上の休養日）を設定すること。

□
地域クラブ活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定するこ
と。営利目的を主とした運営ではないこと。

□
活動時の事故等、不測の事態に備え、前もって医療機関をはじめとした各種機関や
団体、関係者及び保護者の緊急時連絡先を把握し、安全管理体制を整えること。

□
※１

参加者や指導者は、適切な補償内容・保険料の傷害保険、賠償責任保険に加入する
こと。

□
体罰や暴言は中学生の人権を侵害する違法な行為であることを理解し、活動する
子どもたちの立場に立った人権を尊重した活動を行うこと。

□
山形県や町教育委員会に主催する指導者研修を受講した役員または指導者が運営
に加わること。

□ 活動状況等について、生徒の在籍校と必要に応じた情報共有を行うこと。

８．地域や学校との連携・協働

令和８年度　川西町認定地域クラブ　認定要件

７．各種ハラスメントの防止と研修

※１、※２は認定クラブの必須条件となります。

１．基本理念に基づいた運営がなされている

２．参加者

３．適正で持続可能なクラブの人員体制

４．活動時間・適切な休養等の設定

５．会費の適切な設定と保護者等の負担軽減

６．緊急時における安全管理体制


